＊ストマ装具等をご利用の皆さんへ＊
ストマ装具（蓄便袋・蓄尿袋等）及び紙おむつを購入される場合に一部補助があります。

【補助内容】

■補助①　購入の際に、基準額の９５パーセントを町で給付します。
　　自己負担の５パーセント分については、直接業者にお支払いください。

　　市町村民税非課税世帯のかたについては、基準額内であれば自己負担はありません。
　　下記の基準額を超える場合は、いずれも自己負担となります。
＊＊＊基準額＊＊＊
	蓄便袋
	９，１００円／月

	蓄尿袋
	１１，９００円／月

	紙おむつ
	１３，０００円／月


＊一度に購入できるのは２ケ月分または４ケ月分または６ケ月分です。
＊事前に申請が必要です。注文内容（商品、数量）を申請時にお申し出ください。
＊申請期間は給付対象月の前月初日から当月２０日までになります。
　　　例：４・５月分の申請⇒３月１日から４月２０日に申請
■補助②　基準額を超えた金額についてかかった費用の半額を助成します。
　　基準額を超えてお支払いされたもの、個人で購入されたものについて、半額を助成します。
【手続き窓口】
福祉課（本庁舎）・東郷支所・泊支所

【手続きに必要なもの】
印鑑（認め印）
補助②の場合は支払った領収書（原本）（個人で購入した場合は明細も必要です）。初めての申請で口座の登録がない方については、通帳等口座情報がわかるものもお持ちください。
お問い合わせ先


福祉課　障がい福祉係


　℡０８５８－３５－５３７４（直通）








